
風水害［２－５－２］　火災・事故［２－５－２］　震災［２－７－１］

［資料］　宇部市災害情報体制

：情報収集・集約

都市政策部１人、土木建設部１人、教育委員会事務局２人、出納室・監査事務局・農業委員会1人、水道局１人、消防局１人

※情報処理班

宇 部 市 災 害 情 報 体 制 Ⅰ・・・情報収集・集約版

都市政策部副課長級以上１人（統括）、総務部１人、観光スポーツ文化部1人、市民環境部２人、健康福祉部１人、産業経済部１人、

宇部警察署（リエゾン）

情
報
処
理
班
構
成
部
局
等

防災危機管理課

・情報監視（防災気象情報、雨量、水位、潮位等、重大な災害）
・報告（災害対策本部会議、県防災情報システム）

・関係機関と調整（警察、中電、JR、県土木等）
・報告資料整理

情報処理班 統括２名（副課長級：防災危機管理課、都市政策部）

（※）
・情報収集（各課のパトロール状況、災害対応状況等）
・情報整理・地図作成等の処理（防災危機管理課へ報告）

（道路の冠水・通行止、土砂災害、浸水被害、緊急避難場所の開設状況等）
・災害対応票集約・一元管理

災害対策本部事務局

受付整理班 班長（総務課副課長）

（総務部1人、総合政策１人、観光スポーツ文化部１

人、市民環境部２人、健康福祉部２人、こども未来

部１人、産業経済部1人、教育委員会事務局１人、

議会事務局・選挙管理委員会事務局１人）
・電話受付（災害対応票作成）

・情報処理班等の補助
（避難勧告世帯の抽出・地図作成等）

市民 ・ 外部機関

災 害 対 策 本 部 会 議

各市民
センター

各ふれあい
センター

災害対応票（写）

災
害
対
応
票
（
写
）

災害対応票（原本）

通
報

通
報

報
告

報
告

報
告

受援統括班
統括２名

（防災危機管理監、
健康福祉部次長）

通
報



都市政策部１人、土木建設部１人、教育委員会事務局２人、出納室・監査事務局・農業委員会1人、水道局１人、消防局１人

：情報共有・発信 ：外部へ情報発信（災害対応等含む）

宇 部 市 災 害 情 報 体 制 Ⅱ・・・情報共有・発信版

※情報処理班

都市政策部副課長級以上１人（統括）、総務部１人、観光スポーツ文化部1人、市民環境部２人、健康福祉部１人、産業経済部１人、

宇部警察署（リエゾン）

情
報
処
理
班
構
成
部
局
等

防災危機管理課
・本部決定事項の周知
・情報監視（防災気象情報、雨量、水位、潮位等、重大な災害）

・情報発信（参集メール、防災メール、防災FAX、MCA無線等）
・関係機関と調整（警察、中電、JR、県土木等）

・マスコミ対応（広報広聴課と連携）

情報処理班 統括２名（副課長級：防災危機管理課、都市政策部）

（※）
・災害対応票の処理（担当課を決定・連絡）

・処理情報の伝達（各防災関係課等へ）
（道路の冠水・通行止、土砂災害、浸水被害、緊急避難場所の開設状況等）

災害対策本部事務局

受付整理班 班長（総務管理課副課長）

（総務部1人、総合政策１人、観光スポーツ

文化部１人、市民環境部２人、健康福祉部

２人、こども未来部１人、産業経済部1人、

教育委員会事務局１人、議会事務局・選挙

管理委員会事務局１人）

・情報処理班等の補助
（処理情報の伝達等）

市民 ・ 外部機関

災 害 対 策 本 部 会 議

各市民
センター

各ふれあい
センター

市
民
活
動
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・本部決定事項
・情報伝達（防災気象情報等）

情
報
発
信
（
防
災
メ
ー
ル
等
）

情報発信
（防災メール等）

本部決定事項
１．防災対策
２．避難勧告等

・処理情報の伝達
・災害対応票（写） 処理情報の

伝達
処理情報
の伝達

処理情報の伝達

情報発信（防災メール等）本部決定事項
１．防災対策
２．避難勧告等

本部決定事項
１．防災対策
２．避難勧告等

受援統括班
統括２名

（総務財務部参事、
健康福祉部参事）


